
草津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
草津市職員の給与に関する条例の一部改正 (第 1条関係)   新旧対照表
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402,900

403,200
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392,700

398,200
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395,200

395,700
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396,500

396,800

397,200

397,600

398,000

398,400

398,700
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399,400
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399,800

400,000

373,000

373,800

374,600

375,400

376,300

377,000

377,700

378,400

378,700

379,300

379,900

380,600

381,000

381,700

382:300

382,900

383,300

383,900

384,500

385,100

385,500

386,000

386,500

387,100

387,600

388,000

388,400

388,800

389,000

389,200

389,500

331,800

332,300

332,900

833,400

333,900

334;100

334,700
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317,700
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319,300

319,700
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238,100
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234,800

235,800
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241,900

242,900
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244,900

245,700

246,400
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25s,700

57

58

59

60

6 1

62

63

64

65

66

67

68

69

70

7 1

7 2

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

402,600

402,900

403,200

403,500
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379,900
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382,900
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385,100

385,500

386,000

386,500

387,100
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388,400

388,800
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389,200

389,500

331,800

332,300

332,900

333,400
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334,100

334,700

335,300

335,600

386,100

336,600

387,100

387,600

338,100

338,500

389,000

339,200

339,700

340,200

340,700

341,000

341,400

341,900

342,309

342,500

342,800

348,300

343,700

344,000

344,300

344,800

292,200

293,600

295,100

296,600
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235,200

236,000
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238,700

239,200

240,000

241,000
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242,900

243,900

245,000
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246,600

247,200

248,200

249,200

250,000

250,800
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252,700
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254,400

255,000
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草津市職
車津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

員の給与に関する条例の一部改正 (第 1条関係)   新旧対照表

旧  条  例

410,800

411,000

400,300

蜘

389,800

390,000

890,300

390,600

390,800

391,000

345,200

345,500

345,900

346,300

346,500

346,800

320,000

320,500

320,900

821,200

321,500

322,000

322,400

322,600

323,000

323,400

323,800

324,200

324,600

324,800

325,100

325,400

325,700

326,100

326,300

326,600

327,000

327,400

327,700

328,100

328,400

328,700

329,100

329,400

329,600

329,800

330,100

259,600

260,200

261,000

261,800

262,600

263,000

263,700

264,200

264,900

265,600

266,300

267,000

267,700

268,200

268,700

269,100

269,600

269,800

270,000

270,300

270,600

271,000

271,300

271,700

272,000

272,300

272,600

2量 2,900

273,800

273,600

273,900

88

89

90

9 1

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

新 条 例 (案 )

389,800

390,000

390,300

390,600

390,800

391,000

345,200

345,500

345,900

346,300

346)500

346,800

320,000

320,500

320,900

321,200

321,500

322,000

322,400

322,600

323,000

323,400

323,800

324,200

324,600

324,800

325,100

325,400

325,700

326,100

326,300

326,600

327,000

327,400

327,700

328,100

328,400

328,700

329,100

329,400

329,600

329,800

330,100

259,600

260,200

261,000

261,800

262;600

263,000

263,700

264,200

264,900

265,600

266,300

267,000

267,790

268,200

268,700

269,100

269,600

269,800

270,000

270,300

270,600

271,000

271,300

271,700

272,000

272,300

272,600

272,900

273,300

273,600

278,900

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

l14

115

116

117
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草津市職員の給与に関する条例等の二部を改正する条例
草津市職員の給与に関する条例の一部改正 (第 1条関係)  新旧対照表

330,500

330,900

331,100

274,300

274,700

里74,900

275,100

275,500

275,80o

276,000

276,300

276,700

277,100

277,309

277,700

278,100

278,400

278,600

278,900

279,300

279,600

279,800

280,100

280,400

280,700

280,900

281,100

281,300

281,600

282,000

282,200

282,500

282,800

283,100

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145
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148
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新 条 例 (案 )

330,500

330,900

331,100

274,300

274,700

274,900

275,100

275,500

275,800

276,000

276,300

276,700

277,100
277,300

277,700

278,100

278,400

278,600

278,.900

279,30o

279,600

279,800

280,100

280,400

280,700

280,900

281,100

281,300

281,600

282,000

282,200

282,500

282,800

283,100

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146
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148
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草津市職             巴ぎ
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2831300

283,600

283,800

284,100

150

151

152

153

別表第 5～別表第,6 (il番
)

28o,600

283,300

283,800

284;100

150

151

152

153

別表第5～別表第6 (略 )



草津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

草津市職員の給与に関する条例の一部改正 (第 2条関係)   新旧対照表

Ｉ
Ｐ
博
ｕ
ｌ

第 1条｀第 21条の 3 (略 )

(勤勉手当)

第 22条  (田各)

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗 じて得

た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、
その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分どとの総額は、それぞ

れ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1)前項の職員のうち再任用職員雰外の職員 当該職員の勤勉手当

基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在 (退職し、または死亡

した職員にあつては、退職し、または死亡した日現在。次項におい

て同じ。)において受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する

地域手当の月額の合計額を加算 した額に、6月 に支給する場合には

100分 の 95、 12月 に支給する場合には 100分 の ■Q量_を乗

じて得た額の総額

(2)前項の職員の うち再任用職員 当該再任用職員または任期付短

時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月 に支給する場合には 100
/府` の 4 5、 12月 に支給す る場許ィ針にイま100/刀` の 50 を乗 じて得た

額の総額

3～ 5 (略 )

第 22条の 2～第 32条  (略 )

別表第 1～別表第 6 (略 )

(案 )新   条   例

第 1条～第 21条の 3 (略 )

(勤勉手当)

第 22条  (略 )

2 勤勉手当の額は 勤ヽ勉手当基礎額に、規烈1で 定める割合を乗 じて得

た額とする。この場合において、任伶権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に掲げる額を超えてはならない。   `
(1)前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当

基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在 (退職しくまたは死亡

した職員にあつては、退職 し、または死亡した日現在。次項におい

て同じ。)において受けるがき狭養手当の月額およびこれに対する

地域手当の月額の合計額を加算した額に 100分の 100を乗じ

て得た額の総額

(2)前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員または任期付短

時間勤務職員の勤勉手当基礎額に 100分 の47.5を乗 じて得た

額の総額

3～ 5 (略 )

第 22条の 2～第 32条  (略 )

別表第 1年別表第 6 (略 )



草津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
草津市一月支職の任期付職員の採用等に関する条例のす都改正 (第 3条関係 ) 新旧対照表

Ｉ
Ｐ
Ю
６
１

第 1条～第 6条  (略 )

(特定任期付職員の給与に関する特例 )

第 7条 第 2条第 1項の規定により任期を定めて採用された職員 (以 下
「特定任期付職員」 とい う。)に は、次の給料表を適用する。

給料月額 (円 )

375, 00o

(略 )

号給

1

(略 )

2～ 6 (略 )

(給与条例の適用除外等 )

第 8条  (略 )

2 特定任期付職員に対する給与条例第 20条の 2第 1項、第 21条第
2項および第 23条の 2第 2項の規定の適用については、給与条例第
20条の 2第 1項中「職員が」とあるのは「職員および草津市一般職
の任期付職員の採用等に関する条例 (平成 18年草津市条例第 2号 )

第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(第 23条ゐ
2第 2項において「管理職員等」という。)が」と、給与条例第21
条第2項中「100分の120」 とあるのは「100分の162.51
と、給与条例第 23条の 2第 2項中「職員」とあるのは「管理職員等」
とする。

3 (略 )

第 9条  (略 )

(案 )新   条   例
第 1条～ 6条  (略 )

(特定任期付職員の給与に関する特例 )

第 7条 第 2条第 1項の規定により任期を定めて採用された職員 (以下
「特定任期付職員」とい う。)に は、次の給料表を適用する。

給料月額 (円 )

376, 000

( H各 )

号給

1

(円各)

2～ 6 (略 )

(給与条例の適用除外等 )

第 8条  (略 )

2 特定任期付職員に対する給与条例第 20条の 2第 1項 (第 21条第
2項および第 23条σ)2第 2項の規定の適用については、給与条例第
20条の2第 1環中「職員が」とあるのは「職員および草津市一般職
の任期付職員の採用等に関する条例 (平成 18年草津市条例第2号 )

第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(第 28条の
2第 2項において「管理職員等」という。)が」と、給与条例第21
条第2項中「100分の120」 とあるのは「6月 に支給する場合に
は 100/万＼の 1 62.5 12 月 に支 給 す る場 合 には 100分 の 16

と、給与条例第 23条の 2第 2項中「職員」とあ るのは「管
理職員等」とする。

3 (略 )

第 9条  (略 )

7.  5



草津市職員の給与に関する条例等の二部を改正する条例

草津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 (第 4条関係) 新旧対照表
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第 1条～第 ヤ条  (略 )

(給与条例の適用除外等 )

第 8条  (略 )

2 特定任期付職員に対する給与条例第 20条の 2第 1項、第 21条第

2項および第 23条の 2第 2項の規定の適用については、給与条例第

20条の 2第 1項中「職員が」とあるのは「職員および草津市一般職

の任期付職員の採用等に関する条例 (平成 18年草津市条例第 2号 )

第 2条第 1項の規定により任期を定めて採用された職員 (第 23条の

2第 2項 において 「管理職員等」という。)が」と、給与条例第 21
条第 2項 中「100分 の 120」 とあるのは「6月 に支給する場合に

イま 100分 の 162.5、 12月 に支給す る場合には 100分 の 16
7.5」 と、給与条例第 23条の 2第 2項中「職員」とあるのは「管

理職員等」とする。

3 (略 )

第 9条  (略 )

(案 )新   条   例

第 1条～第 7条  (略 )

(給与条例の適用除外等 )

第 8条  (略 )

2 特定任期付職員に対する給与条例第20条の2第 1項、第21条第
2項および第 23条の 2第 2項の規定の適用については、給与条例第

20条の 2第 1項中「職員が」とあるのは「職員および革津市一般職

の任期付職員の採用等に関する条例 (平成 18年草津市条例第 2号 )

第 2条第 1項の規定により任期を定めて採用された職員 (第 28条の

2第 2項において 「管理職員等」 とい う。)が」と、給与条例第 21
条第 2項中「100分 の 120」 とあるのは「100分 の 165」 と、

給与条例第 23条の 2第 2項中「職員」とあるのは「管理職員等」と

する。

3 (略 )

第 9条  (略 )



草津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
草津市長および副市長の給与等に関する条例の■部改正 (第 5条関係 ) 新旧対照表
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Ｐ
Ю
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旧   条   例
第 1条  (略 )

(給与 )

第 2条  (略 )

2 (略 )

3 ,期末手当および通勤手当の支給については、一般職の職員の例によ
る。ただし、期末手当の額の算定に当たつては、草津市職員の給与に
関する条例 (昭和 40年草津市条例第 27号 )第 21条第 2項中「1

二塁含寡巣阜旦基健塞盈i鳳猾晋矮篭¥哲蓄箸絶若七首基た写舎奢
分の 20を乗 じて得た額の合計額 とする。

4 (略 )

第 3条～第 5条  (略)          |
別表  (略 )

新 条    例 (案 )

第 1条  (略 )

(給与)

第 2条  (田各)

2 (略 )

3 期末手当および通勤手当の支給については、一般職の職員の例によ
る。ただし、期末手当の額の算定に当たつては、草津市職員の給与に
関する条例 (昭和 40年草津市条例第 27号 )第 21条第 2項中「1
00分の1?0」 とあるのは「100分の167.5」 とし、同条第
4項の期末手当基礎額は、給料の月額およびその給料の月額に 100
分の 20を乗 じて得た額の合計額 とす る。

4 (略 )

第 3条～第 5条  (略 )

別表  (略 )
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草津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

草津市長および副市長の給与等に関する条例の一部改正 (第 0条関係) 新旧対照表

第 1条 ′ (略 )

(給与 )

第 2条  (略 )

2 (略 )

3 期末手当および通勤手当の支給については、一般職の職景の例によ

る。ただし、期末手当の額の算定に当たつては、草津市職員の給与に

F美弓する条例 (昭和 40年草津市条例第 27号)第 21条第 2項 中
「l

00分の 120」 とあるのは「100分 の 167.5」 と|、 同条第

4項の期末手当基礎額は、給料の月額およびその給料の月額に 100
分の 210を乗 じて得た額の合計額 とする。

4° (略 )

第 3条～第 5条  (略 )

別表  (略 )

第 1条  (略 )

(給与)

第 2条  (略)          i
2 (略 )

3 期末手当および通勤手当の支給については、一般職の職員の例によ

る。ただし、期末手当の額の算定に当たつては、草津市職員(2)給与に

関する条例 (昭和40年草津市条例第 27号)第 21条第 2項中「
l

00分あ120」 とあるのは「100分の165」 と|、 同会第4項

の期末手当基礎額は、給料の月額およびその給料の月額に100分 9
20を乗 じて得た額の合計額 とする。

4 (略 )

第 3条～第 5条  (略 )

別表  (略 )

(案 )新   条   例

Ｉ
Ｐ
〕
０
１



草津
草津市教育委員会教育

市職員の給与に関する

長の給与等に関する条
条例等の一部を改正する条ケlJ

例の一部改正 (第 7条関係) 新十日対照表

第 1条～第 2条  (略 )

(給与の額 )

第 3条  (略 )

3 (略 )                  |
第 4条～第 5条  (略 )

新    条   例 (案 )

第 1条～第 2条
(給与の額 )

第 3条  (略 )

(略 )

2

聾三憂身  屋罹浄琶骨号讐勢:
00分の 120」 とあるのは「loo分 の 167.51 とし、同条第
4項の期末手当基礎

分の 20を乗 じて得

額は、給料の月額およびその給料の月額に100
た額の合計額とする。

3 (略 )

第 4条～第 5条  (略 )

Ｉ
Ｐ
ω
０
１



草津市職員の給与に関する条例等の下部を改正する条例

草津市教育委員会教育長の給与 に関する条例の一部改正 (第 8条関係 ) 新旧対照表

第 1 第 2条  (略 )

(給与の額 )

第 3条  (略 )

2 通勤手当および期末手当の支給については、一般職の職員の例によ

る。ただし、期末手当の額の算定に当たつては、草津市職員の給与に

関する条例 (昭和40年草津市条例第 27号)第 21条第 2項 中「1

00分の 120」 とあるのは「100分の 167.5」 とし、同条第

4項の期末手碧基礎額はこ給料の月額およびその給料の月額に100
分の20を乗じて得た額の合計額とする。

3  (H各 )

第 4条～第 5条  (略 )

第 1条～第 2条  (H各 )

(給与の額 )

第 3条  (略 )

2 通勤手当および期末手装の支給については、一般職の職員の例によ

る。ただし、期末手当の額の算定に当たつては、1草津市職員の給与に

関する条例 (昭和 40年草津市条例第 27号)第 21条第 2項 中「1

00分の 120」 とあるのは「100分 の 165」 とし、同条第 4項

の期茉手当基礎額は、給料の月額およびその給料の月額に 100分の

20を乗じて得た額σ)合計額とする。

3  (田各)

第 4条～第 5条  (略 )

Ｉ
Ｐ
ω
Ｐ
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草津市職員の給
草津市常勤監査委員の給与等に

等の一部を改正する条例
都改正 (第 9条関係 )

与に関する条例

関する条例の■ 新旧対照表

第 1条～第 2条  (田各)

(給与の額 )

第 3条  (H各 )

畠境勁
｀
線就窪蹂軌邊弓球規軽駆雛荷

4項含贔巣皇塁塾健鍵盈飾鴨舌簑監ゞ哲蓄箸耗奮仏首基た写舎奢
3分 q應

→

を乗じて得た額の合計額とする。

第 4条｀第 5条  (略 )

(案 )新   条   例
第 1条～第 2条  (田各)

(給与の額 )

第 3条  (略 )

畠境臭挽
｀
絡就墾饒勁義写研が軽駆雛荷

00分の 120」 とあるのは「10o分 の 167.5」 とし、同条第
4項の期末手当基礎額は、給料の月額およびその給料の月額に loo
分の 20を乗 じて得た額の合計額 とする。

3 (略 )

第 4条～第 5条  (略 )

Ｉ
Ｐ
ω
Ю
Ｉ



草津市職員の給与に関する条例等の下部を改正する条例

草津市常勤監査委員の給与等に関する条例の一部改正 (第 10条関係) 新旧対照表

第 1条～第 2条  (略 )

(給与の額 )

第 3条  (略 )

2 通勤手当および期末手当の支給については、一般職の職員の例によ

る。ただし、期末手当の額の算定に当たうては、草津市職員の給与に

関する条例 (昭和 40年草津市条例第 27号)第 21条第 2項 中「1

6o分の 120」 とあるのは「100分 の 167.5」 とし、同条第

4項の期末手当基礎額は、給料の月額およびその給料の月額に 100
分の29を乗じて得た額の合計筈とする。

3 (略 )

第 4条～第 5条  (略 )

第 1条～ 2条   (田各)

(給与の額)

第 3条  (略 )

2 通勤手当および期末手当の支給については、下般職の職員の例によ

る。ただし、期末手当の額の算定に基たつては、草津市職員9給与に

F美月する条例 (昭和40年革津市条例第 27号)第 21条第 2項 中「1

00分の 120」 とあるのは「100分の 16う 」とし、同条第 4項

の期末手当基礎額は、給料の月額およびその給料の月額に 100分の

20を乗じて得た額の合計額とする。

3  (H各 )

第4条～第 5条  (略 )

(木安
)新   条

^ 
例

Ｉ
Ｐ
ω
ω
ｌ



草津市職員の給与に関する条例等の下部を改正する条例
(付則関係 ) 新旧対照表

Ｉ
Ｐ
ω
ト
ー

新   条   例 (

付 則

(施行期 日等 )

1 こ の 布の 日か ら施 する。ただし、第 2条 、第 4条、第
6条、 8 び第 10条の イま、令不日5年 4月 1日 か ら施行す
る。

2 々 の ア ′
~
に 彬鞘ずる条 イ

『
ll の キロ市 公 布 σD ロイこス

｀
い て 海 1 て ヤ ムヽ 職

員について当該各号に める日か ら滴 する。
(1) 第 1条の規定 (草津市職 の給与に関す る条例 (以 下 「給与条
例」とvヽ う。)第 22条第 2 l号および第 2号の を 除

く。) 蜘 正後の給与 および第 3条の規定 (草津市一般職
の任 付職員の採用等に関する条例 (以下「任期付条 |と い うハ)

第 8条笛 2 晒 の P々 T細 市 芥 にF♀さで ^Ⅲ ケこよる帝 下 絡 の イ手■月付 峯 イ庁ll
ノヘ

可:'

和 4年 4月 1日

(2)

る

第 1条の規だ (給与条例 22条 第 2項第 l 言 の 夫耳庁 に焉酵

。)工 よる改正後の給与条 第 3条の規定 (任期 条例第 8条
2 に よ 正 の 5 の

美耳声 イこよるこ交ここ終の 童 逢 市 尋 お よび 耐1市岳 の 給 与 筆 ι
『

F姜日す る条例

第 7 条の規定による己女正後の草津市教育委 員会毅育 の給与等 に

び 9 の る 正 の

員の給与等に関する条例 令和 4年 12月 1日

(給与の内払 )

3 前項各号に掲げる条例の規惹を適用す る場合には、次の各号に掲げ
る条例の規定に基づいて支給された給与は、同項各号に げる条例の
規定による給与のハ とみなすハ

Q 第 1条の規定による改正前の給与条例
(2)

(3)

雀 3 蒟農ρめキロ弓言に よ /、 語 正 日 H の イ手堂日付 峯 イ万1i

第 5条の規定による己交正前の童津市岳お よび副市長 の給与等 に

関す る条例

(4)第 7条の規定による改正前の草津市教育委員会教育長の給与等
に関する条例



鳴  と

草津市職員の給与に関する条例等のす部を改正する条例

(付則関係)   新 l目対照表 ・

―
い
い
リ
ー
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議第 59号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により教育委員会の事

務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令和 4年 11月 16日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により報暮峯貴基務

事務に関する議案について意見を市長に申し出るにっき議決を求めることにう

■
- li l影

章て帝 ti ,I    I・   l  l ll i t  il! i  l!  |ヽ il  i:―  |I Ⅲi  ■.

箪津帝職員り降給に関する条例素に対す10慧見を蒲彙に申し騨ると4つ善、騒彦貌育行

政の組織及び運営に関する法律 (昭和 31年法律第 162号)第 29条の規定に基づき、

本委員会の議決を求める。                    ァ

記   ′   ― Ⅲ ll ■■ i
意見 : 特になし
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草津市職員の降給に関する条例

(目 的)

第 1条 この条イアllは 、地方公務員法 (昭和 25年法律第 261号 )第 27条第 2項および第 28

条第 3項の規定に基づき、職員 (草津市職員の給与に関する条例 (昭和 40年条例第 27号 )

第3条の給料表 (以下「給料表」という。)の うちいずれかの給料表の適用を受ける者をvヽ う。

以下同じ1)の意に反する降給に関し必要な事・項を規定することを目的とする。

(降給の種類)

第 2条 降給の種装は、降格 (職員の意に原して、当該職員の職務の級を回―の給料表の下位の

職務の級に変更することをいうも以下同じ。)お よび降号 (議員の意に反して、当該職員の号給

を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)な らびに地方公務員法第 2

8条の 2第 1項に規定する降給 (同項本文の規定による他の議入の議任により現に属する斡務

の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合に

おいて、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任にふり現に属する職務め級より同一の給料表の下位の職務の級

た分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事中

に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、

第2号の規定にょり職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数そ

の他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとすると

(1)次に掲げる事由のいずれかに該当する場合 (職員が降任された場合を除く。)

ア 職員め行動評価または業績評価の実施権者による確認が行われた人事評価 (地方公務員

法第23条の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が最下位の段階である場合 (次条にお

いて 「定期評価の人事評価が最下位の段階である場合」 とい う。)その他勤務の状況を示

す事実に基づき勤務実績がよくないと認あられる場合において、指導その他の任命権者が

定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績がよくなvヽ状態が改善されないときで

ぁらて、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困薙であると認

められるとき。

イ 任命権者が指定する医師2名にふつて、心身の故障があると診断され、その吉女障のたゆ

職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えなtヽ ことが明らかな場合

-139-



ウ 職員がその職務の級に分類きれている職務を遂行することについての通機性守響断する

に星りoと評められる事実に基づき、婆蓄適格性を欠くと認められる場合において、指導

その他の任命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改

.善 されないとき (アおよびイに掲げる場合を除く。)。          |

(2)職制もしくlま定数の改廃または予算の減少により職員の属する職務|の級の職の数に不足

が生じた場合

(降号の事由)      !

第4条 任命権者は、職員の定期評価の人事評価が最下位の段岳
'昔

ヒである場合その他勤務の状況を

示す事実に基づき勤務実績がよく:な いと認められる場合で|あ り、かつ、その職務の級に分類さ

iれ
ておる職務を遂行することが可能であると認められる場合であつて、指導そので也の任命権者

が定める措置を行つた1こ
,も かかわらず、なお錫務実績がよくない状態が改善されない場合にお

いて、必要があると認めるときは、婆該職員を降号するものすとする。

(通知書の交付)

第 5条 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して

行わなければならない。                「

(受診命令に従う義務)       、

第6条 職員は、第 3条第 1号イに規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わ

なければならないな

(雑則)

第 7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

｀ 付 則     
｀

(施行期日)   ,

1 この条例は、令和 5年 4月 1日 から施行する。

(経過措置)

2 草津市職員の給与に関する条例付員u第 9項の規定の適用を受ける職員に対する第 2条の規定

の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは|「ならびに車津市職員の給与に関

する条例付則第 9項の規定による降給とする」とする。              !

3 第 5条の規定は、草津市職員の給与に関する条例付則第 9項の規定による降給の場合には、

適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、ロ
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4

項の規定の適用により給料月額が異動するこ|と なつた脅の通知を行うものとする。

(準用)

地方公営企業法 (昭和 27年法律第 292号)第 15条第 1項に規定する企恭職員および地

方公営企業等の労働関係に関する法律 (昭和 27年法律第289号)附則第 5項の適戸を受け

る職員の降給については、この条例め規定を準用する。

‘

　

一

，
　

　

　

４

　

・
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議第 60号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により教育委員会の事

務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決を求ゆるこ|について

上記の議案を提出する。

令不日4年 11月 16日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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≧営に関する法律第 29条の規定により教善基賞基あ地方教育行政の組織及び週

事務に関する議案について意見を市長に申じ出るにっき議決を求めることにつ
テ   イヤ事Ci■  t  i l1  1 -  ・ .1「  |■i }を、:1争

1工  it● |― |,■  「
Ⅲ草津帝手数料条例等俗■都を強正する条例簾亀難するま基を毒最に事予学る|千つきヽ

地方毅育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和づ1年法律第1_62号)第 29条の規

定に基づき、本委員会の議決を求める。

記         ||〔 イⅢ  上

意見  特になし
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草津市手数料条例等の一部を改正する条例

(草津市手数料条例の一部殊正)

第1条 草津市手数料条例 (昭和53年草岸市条例第4号)の一部を次のように改正する。

別表第7項の表中「粋分単価」を「手数料」に、F170円」を「210円」に改める。

月ll表第16項第1号アの表中

「

8,600円
22,000円
45,000口
9o,000円

146,000円
180,000用
230,000円
320, 00.0翔

」 を

130, oO‐ 0円

210,000円
000円280,

350, 000円
500,000円

」 を

90,‐ 000円
149,000円
200,000円
270;00!0円
410, 000 円

530,000円
690, 000円
910み 00!0円

6,800円
18,000円
38,000円
68,000円
95,000円

」 を

8,900円
22,000円
44,000円
89,000円

130,000:用
180,000円
220, 000円
310,990円

120,000円
200,009円

490,000円

89, 000円
130,090円
20δ ,000円
270, o00円
400,000円
520, o00円
680,000円
900, 000円

6 700円
18,000円
:38,000円

67, o00円
93,000円

」に改め、向号イの表中

」に改あ(同号ウの表中

」に改め、同項第2号中「910,

」に己女め、向項第7号中「45′ 0

「
「

「「

‘
　

，

」 を

-000円
」を「900,o00円 」に改め、同項第 5号の表中

「

円」を「480円 とに改めるも
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別表第43項中「350円」を「300円」に改める。

(草津市立図書館設置条例の一部改正)

第 2条 草津市立図書館設置条例 (昭和58年草津市条例第 15号)の一部を次のように改正す

る。 i                   l

別表中

円

700
円

400 2

円

100
1, 000 2,000 3, Oo‐ 0
3, 100 6, 100 9, 200

」を

円

600 1

i 円

300
円

1, 900
900 1, 800 2, 700

2, 800 5, 500 8, 300
」に改める。

(草津市立教育集会所設置条例の一部己女正).  =        と ,  I

第 3条 草津市立教育集会所設置条例 (昭和47年草津市条例第 9号)の二部を次のように改正

する。

別表第 2中

400円 500円 600円 900円 1,100円 11,「500円
600円 800円 1,100円 1,400円 1,900円 12,500円

1,100円 1,500円 2,000円 2,600円 3,500円 14,600円
400円 500円 600円 900円 1,100円 11,500円

」 を

300円 400円 500円 700円1 900円 1 200円
500円 700円 900円 I,200円 11,600円 2,100円
900円 1,200円 1)600円 2,100円 12,80o円 3,700円
300円 400円 500円 700円 1 900円 1,号 00円

」に改める。

(草津市隣保館条例の一部改正)

第 4条 草津市隣保館条例 (昭和46年章津市条例第 9号)の一部を次のように改正する。

別表第 2中

「

「
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「

400円 500F 600円 900円 1,100円 1,500円

600円 800F 1,100円 1,400円 1,900円 2,500・円

1 100円 1,500円 2,000円 2,600円 3,500円 4,600円

600円 800円 1,100円 1,40o円 900円1 2,500円

400円 500円 600円 900円 1,100円 1,500円

300円 400円 500円 700円 900円 1,200円

1,200円 1 600円 2,100円 2,800円 8,700円 4,900円
」 を

~ 300円
| ■00円 500 円| 【OO甲 900円 1,200円

500 700円 900 円11;2鯉 1,600円 2,100円

900 1,200円 1,600 2,100円 2,800円 3,700円

509円1 700円 900円 11,200円 1,600円 2,100円

300 400 500 700円 900円 1,200円

200円  300円 400 500円 700円 900円

1,000 円11,39鯉 1,700 2,300円 3,000円 4,000円
」に改める。

(草津市立障害者福祉センター条例の一部改正 )

第 5条 草津市立障害者福祉センタ▼条例 (平成 18年草津市条例第 42号)の下部を次のよう

に改正する。

別表第 3項中

「

」を 」に改める。

(草津市営火葬場条例の下都改正)

第6条 車津市営火葬場条例 (昭和55年草津市条例第 18号)のす部を次のように改正する。

別表中

「

1人 1回につき210円
1人 1回にうき210円
1人 生回につき430円
1時間につき 530円

円

10,000
円

69,000
8, 600 58,000

5, 500 21,000
5, 500 21,000

1人 1回につき220円
1人 1回につき220円
1 人 1 回 イこつ き 4 5 0 円

1時間につき550円

円

11,000
円

76, 000

9, 500 64, 000

6 100 23,000

6, 100 23, 000

」を
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改める。

付 則       ―

(施行期 日)    !

1 この条例は、令和 5年 4月 1日 から施行する。

(経過措置)  i

2 第 1条の規定による改正後の草津市手数料条例別表第 16項の規定は、この条例の施行日以

後の申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお

従前の例による。        !

3 第 2条の規定による改正後の草津市立図書館設置条例の規定、第 3条の規定による改正後の

革津市立毅育集会所設置条例の規定および第 4条の規定による改主後の草津市立隣保館条例の

規定は、この条例の施行日以後の使用に係―る使用料について適用し、口日前の使用に係る使用

料については、なお従前の例による。

4 第6条の規定による改正後の草津市営火葬場条例の規定は、この条例の施行日以後になされ

る申請に係る使用料について適用し、同日前になされた申請に係る使用料については、なお従前

の例による。
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草津市手数料条例等の一部を改正する条例

草津市立図書館設置条例の一部改正 (第 2条関係) 新旧対照表

第 1条～ 9条  (略
別表 (第 7条第 1項関係 )

備考  (略 )

全 日

10日寺ブ9ゝ ら 18日寺

まで

円

1002

3, 000
9, 200

午後

13時から18時
まで

円

400l

2.000
6. 100

午前

10日寺から 12日寺

30分まで

円

700
1,000
3 100

区分

会議室 1

会議室 2

大会議室

第 1条～第 9条  (略 )

別表 (第 7条第 1項関係 )

備考  (略 )

全 日

10日寺から 18日寺

まで

円

1,900
2,700
8 300

午後

1 8日寺から 1 8日寺

まで

円

300l

11 800
5, 500

午前

10日寺から 12日寺

30分まで

円

600
900

2, 800

区分

会議室 1

会議室 2

大会議室

Ｉ
Ｐ
い
Ｏ
Ｉ



草津市手数料条例等の二部を改正する条例
草津市立教育集会所設置条例の一部改正 (第 3条関係) 新旧対照表

Ｉ
Ｐ
り
０
１

旧   条   例
第 1条～第 16条  (略 )

別表第 1 (略 )

別表第 2(第 10条関係 )

室 10 3 50 60

0

2, 50

0円

全 国

9時か ら

21時 8

0分 まで

1, 50

0円

一牧

間

午後

13時 か

ら 21時
30分 ま

で

1,  1 0

0円

90

0円

2, 60

900円

1. 40

0円

午前 。午

後

9日寺か ら

17時 ま

で

2, 00

夜 間

17日寺8

0分から

21時 3

0分まで

600円

1,  1 0

0円

500円

800円

1. 50

午後

13時か

ら 17時
まで

600円

午前

9日寺か ら

12日寺ま

で

400

区分

会議室

(床面積

が 40平
方メー ト

ル以下の

もの )

会議室

(床面積

が 40平
方メー ト

ルを超 え

80平方

メ単―トル

以下のも

の)

(床面積 0 0 0

4

0

条    例 (案 )

第 1条～第 16条  (略 )

別表第 1 (略 )

別表第 2(第 10条関係 )

室 10

0

3, 70

全 国

9日寺か ら

21時 3

0分まで

1,  2 0

0円

2,  1 0

0円

2, 80

900円

1, 60

0円

午後・夜

間

13時か

ら21時
30分ま

で

1. 20

0円

午前 。午

後

9日寺か ら

17時 ま

で

700

1, 60

夜 間

17時 3

0分から

21時 3

0分まで

500円

900

11 20

400円

700円

午後

13日寺か

ら17時
まで

900円

午前

9時オυゝら

12日寺ま

で

300円

500円

区分

会議室

(床 面積

が40平
方メー ト

ル以下の

もの )

会議室

(床 面積

が 40平

方 メー ト

ルを超え

80平方

メー トル

以下のも

の)

(床 面積 0 O



草津市手数料条例等の一部を改正する条例

草津市立教育集会所設置条例の一部改正 (第 3条関係 ) 新旧対照表

80平
メー ト

を超え

るもの)

備考  (略 )

1 50

0

1, 10

0円

900円600円600円400円調理室

新   条   例 (案 )

80平
メー ト

レを超え

るもの)

備考  (略 )

O円

11 20900円700円500円400円300調理室

Ｉ
Ｐ
い
Ｐ
Ｉ
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議第 61号

上記の議案を提出するも

令不日4年 11月 16日

地方教育行政の組織及び導営に関する法律第 29条の規定により教育委員会の事

務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて

彰

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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と也芳教育行政の組織艇び簿営に1関する接律第29粂の規定たより貌暮萎豊曇藩

奉絡に薗する―議棗について意見を市長に申し出るにつき畿決を求めることにつ
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行政の組織及び運営に関する族律 (昭和31年法律第162暑)第 29条の規定に基づ

き、本委員会の議決を本める。
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令和4年度車津市T般会計補正予算(案 )

一般会計 歳入)

Ｉ
Ｐ
り
９
１

(単位 :千 円)

スクニルサポートスタッフ配置支援費

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

明説

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

とol1

1,23♂

3,956

韓工予纂領

5,498

0

'見

計予算観

教育費県補助金

回直補助金

教育費匡l庫補助金

目

県補助金

国庫補助金

項

国庫補助金

県支出金

回庫支出金

国庫支出金

款

学校教育課

スポーッ推進謀

所管課

生涯学習課



一般会計 (歳出)

(単位 :千円)

Ｉ
Ｐ
ｕ
ａ

ｌ

説 明

企戸蠍
に
|る

給与弾定お|び地方公務員等共済組合法の改正

エネルギ
=価

格高騰に伴い増額となる電気・ガス使用料金心

ルギー価格高騰に伴い増額となる電気・ガス使用料金。

学校給食センターおよび第二学校給食センターの歳出増に伴い必要
な繰出金の増額。

人事院勧告による給与改定および地方公務員等共済組合法の改正
に伴う増額。

エネルギエ価格高騰に伴い増額となる光熱水費。

補正予算額

(― )11034

(― )101,754

(―
‐)50,494

(―
―)33.558

(― )106

(隠∃)3,056

1,034

101,754

50,494

a3.558

106

31056

現計予算額

53,602

258,575

113,783

464,455

9,346

310,549

事務事業名

事務局運営費

教育委員会事務局運営費

小学校施設維持管理費

小学校施設維持管理費

中学校施設維持管理費

中学校施設維持管理費

学校給食センター特別会計繰出金

学校給食センター特別会計繰出金

文化振興費

市民文化芸術活動支援事業費

文化施設管理費

文化ホール管理運営費

目

事務局費

学校管理費

学校管理費

保健体育総務費

社会教育総務費

社会教育総務費

項

教育総務費

小学校費

中学校費

保健体育費

社会教育費

社会教育費

所管課

教育総務課

教育総務課

教育総務課

教育総務課

生涯学習課

生涯学習課



一般会計(歳出)
(単位 :千 円)

Ｉ
Ｐ
ｕ
『
―

説 明

人事院勧告による給与改定。

人事院勧告による給与改定および地方公務員等共済組合法の改正

に伴う増額。
エネルギー価格高騰に伴い増額となる電気使用料金。

エネルギー価格高騰に伴い増額となる光熱水費・燃料費。

人事院勧告による給与改定および地方公務員等共済組合法の改正

に伴う増額。

人事院勧告による給与改定および地方公務員等共済組合法の改正

に伴う増額。
エネルギー価格高騰に伴い増額となる電気使用料金。

人事院勧告による給与改定および地方公務員等共済組合法の改正
に伴う増額。
エネルギー価格高騰に伴い増額となる電気「ガス使用料金。

補正予算額

(― )196

(― )931

団掘

(― )157

(一 )326

(一 )412

196

931

1,238

157

326

412

現計予算額

16,187

4,028

293,022

25,851

23,096

25,860

事務事業名

市民スポーツ団体活動支援費

スポーツ協会事業費補助金

学校体育施設開放推進費

学校体育施設開放推進費

社会体育施設管理運営費

社会体育施設管理運営費

スポエッ推進費

大規模大会開催費

史跡章津宿本陣運営管理費

史跡草津宿本陣管理費

草津宿街道交流館運営費

草津宿街道交流館運営費

目

保健体育総務費

保健体育総務費

体育施設費

保健体育総務』

|

文化財保護費

文化財保護費

項

保健体育費

保健体育費

保健体育費

保健体育費

社会教育費

社会教育費

所管課

スポーツ推進課

スポーツ推進課

スポーツ推進課

車津宿街道交流館

草津宿街道交流館



一般会計 (歳 出)

(単位 :千 円 )

Ｉ
Ｐ
ｕ
∞
Ｉ

説 明

エネルギー価格高騰に伴い増額となる電気・ガス使用料金。

人事院勧告による給与改定および地方公務員等共済組合法の改正
に伴う増額。

エネルギー価格高騰に伴い増額となる電気・ガス使用料金。

人事院勧告による給与改定および地方公務員等共済組合法の改正
に伴う増額。

人事院勧告による給与改定に伴う増額。

人事院勧告による給与改定および地方公務員等共済組合法の改正
に伴う増額。

補正予算額

(―
―)4,387

(一 )1,431

(― )3,387

(― )880

(一 )14

(中
―)942

41337

1,431

3,387

880

14

942

現計予算額

10,828

77,782

14,444

47,183

4,985

71,529

事務事業名

管理運営費

図書館施設管理費

管理運営費

図書館運営費

管理運営費

南草津図書館施設管理費

管理運営費

南草津図書館運営費

教育研究活動推進費

スクエルESDくさつ推進事業費

学力向上推進費

学校教育支援教員配置費

目

図書館費

図書館費

図書館費

図書館費

教育指導費

教育指導費

項

社会教育費

社会教育費

社会教育費

社会教育費

教育総務費

教育総務費

所管課

図書館

図書館

南草津図書館

南草津図書館

学校教育課

学校教育課



一般会計 (歳 出) (単位 :千 円)

Ｉ
Ｐ
り
０
１

説 明

人事院勧告による給与改定に伴う増額も

人事院勧告による給与改定および地方公務員等共済組合法の改正

に伴う増額ざ

人事院勧告による給与改定に伴う増額。

人事院勧告による給与改定および地方公務員等共済組合法の改正

に伴う増額。

人事院勧告による給与改定および地方公務員等共済組合法の改正

に伴う増額。

人事院勧告による給与改定に伴う増額。

補正予算額

(― )113

(― )50

(― )101

(国 )139

(―
―)487

(一 )48

(― )15

113

50

240

487

48

15

現計予算額

16,599

4,213

71236

3,625

2,648

|

19,067

事務事業名

学力向上推進費

授業充実加配教員配置費

学事管理運営費

学事管理事務費

学校保健推進費

学校環境衛生管理費

学校保健推進費

学校保健推進養護教諭配置費

管理運営指導費

学校運営支援費

学力向上推進費

英語教育推進事業費

目

教育指導費

教育指導費

|

保催体育総務費
|

保健体育総務費

教育指導費

教育指導費

項

教育総務費

教育総務費

保健体育費

保健体育費

教育総務費

教育総務費

所管課

学校教育課

学校教育課

学校教育課

|

学校教育課

学校政策推進嬰

学校政策推進課



一般会計 (歳出)

(単位 :千円)

説 明

(増鎮となる電気こガス使用料金。

人豊院勧各にょる給章g皮定および地芳′ム`務賞等喪済組合法の改正
に伴う増額。

補正予算額

(―
‐)60S

(― )57

605

57

現計予算額

7,788

6,863

事務事業名

教育研究所運営費

教育研究所運営事務費

教育相談支接違営費

や吉ぴこ教育相談室違営費

目

教育研究所費

教育研究所費

項

教育総務費

教育総務費

所管課

教育耕究所

教育研究所

Ｉ
Ｐ
ａ
０
１



議第 62号

■

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により教育委員会9事

務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令不日4年 11月 16日

車津市教育委員会

教育長 藤田 雅
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i地 ―力数昔行政あ組織際び運替)に関する法律簿2j纂法規遷ャこょ堕 暮墓量基称
事務―に関する議乗につぃて冒見を市長に申し出る1と らき議決穣乗あることにつ
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令不酵̀4学魔鶯癬播学機給食整彦舞‐藩月l・l会計補筵拳算に紺す鶏慧見籍 鍵緯申し出
るにつき、′地方教育行政の組織及び運営に関する携律 (昭和31年法律第162号)第
29条の規定に基づき、本委員会あ議決を求,め る。
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令和4年度草津市学校給食センター特別会計補正予算

学校給食センター特別会計 (歳入)

学校給食センター特別会計 (歳出)

(単位 :千円)

(単位 :千円)

説 明

支出額増加に伴う繰入。

支出額増加に伴う繰入。

補正予算額

27,746

5,812

現計予算額

264,619

199,836

一般会計繰入金

一般会計繰入金

頃

一般会計繰入金

―れ受会計繰入金

款

繰入金

繰入金

所管課

学校給食センター

第二学校給食センター

説 明

人事院勧告による給与改定および地方公務員等共済組合

法の改正に伴う増額。
エネルギー価格高騰に伴い増額となる電気・ガス使用料
金。

人事院勧告による給与改定および地方公務員等共済組合

法
額となる電に 伴 t 増ヽ 気 ガス使用料

金

人事異動に基づく算定。

補正予算額

(― )5,812

(― )3,855

(― )1,957

27,746

3,855

1,957

現計予算額

246,808

181,096

37,218

事務事業名

管理運営費

小学校給食管理運営費

管理運営費

中学校給食管理運営費

職員費

目

学校給食センター運営費

学校給食センター運営費

学校給食センター運営費

項

保健体育費

保健体育費

保健体育費

所管課

学校給食センター

第二学校給食センター

第二学校給食センター





令和 4年度 11月 補正予算 (案 )

債務負担行為補正

(単位 :千円)

事   項 期    間 限 度 額

小中学校ALT英語指導者配置費

令不日4′手度から

令和 5年度まで

14,700




